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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽器の音の基本周波数と比較の基準となる基準周波数との偏差を測定し、その偏差をセ
ント表示として表示する調律装置において、
　複数の発光体が円周上に配置されてなる環状表示部を備え、
　前記発光体のうち、一の前記発光体が前記偏差０の調律基準位置とされ、前記調律基準
位置の一方側の複数の前記発光体が前記偏差が－となる低表示域とされるとともに前記調
律基準位置の他方側の複数の前記発光体が前記偏差が＋となる高表示域とされ、
　前記環状表示部の上下を認識する上下認識手段を備え、
　前記環状表示部の上下が変化した場合に、前記上下認識手段の出力に基づいて、前記調
律基準位置とされる前記発光体が変化し、
　上下方向に対する前記円周上の位置関係が所定位置となる一の前記発光体が調律基準位
置とされ、
　前記環状表示部の上下が変化した場合に、前記上下認識手段の出力に基づいて、新たに
前記所定位置となった前記発光体が前記調律基準位置とされることを特徴とする調律装置
。
【請求項２】
　前記所定位置が、上下方向に対する前記円周上の位置関係における最上位置又は最下位
置であることを特徴とする請求項１に記載の調律装置。
【請求項３】
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　楽器の音が入力されない待機状態において、前記調律基準位置、前記低表示域及び前記
高表示域のそれぞれの前記発光体が半点灯していることを特徴とする請求項１又は２に記
載の調律装置。
【請求項４】
　前記低表示域の前記発光体と前記高表示域の前記発光体とが互いに異なる色彩で発光す
ることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の調律装置。
【請求項５】
　前記低表示域及び前記高表示域の前記発光体の発光色の濃淡が、前記一方側から前記他
方側に向かうに従って連続的に変化することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項
に記載の調律装置。
【請求項６】
　前記環状表示部の中心軸回りに回転可能に取り付けられ、前記調律基準位置を示すマー
クが記載された表示パネルを備え、
該表示パネルが前記調律基準位置の変化に追従して回転するように構成されていることを
特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の調律装置。
【請求項７】
　前記環状表示部の中心軸回りに回転可能に取り付けられ、前記低表示域及び前記高表示
域の各前記発光体に対応する箇所にそれぞれ貫通孔を有する孔空きパネルを備え、
　前記貫通孔の直径が前記一方側から前記他方側に向かうに従って漸次大きくなるように
形成され、
　前記孔空きパネルが前記調律基準位置に追従して回転するように構成されていることを
特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の調律装置。
【請求項８】
　前記上下認識手段が、ウエイトが最下方に位置するように回転軸が回転して上下方向を
認識する振り子機構であることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の調律
装置。
【請求項９】
　前記上下認識手段が、上下が変化する際の加速度を検知することにより上下方向を認識
する加速度センサーであることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に記載の調律
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽の演奏時（演奏開始前）や練習時に用いられる調律装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、音楽の演奏時や練習時に用いられ、任意の音を入力してその音高情報を基準
として調律を行う調律装置が知られている。
【０００３】
　この調律装置は、楽器に直接取り付けて楽器から発生した音の調律状態を調律装置本体
の表示部に表示をするものであり、従来の調律装置は、調律対象である楽器から発せられ
る音を効率良く感知する場所を探りながら設置する必要があった。調律対象が金管楽器の
場合、ベル付近の発音側が最も効率の良い採音ができる位置であるが、この位置に調律装
置を設置すると、調律装置本体の表示面がベルに隠れてしまうという問題があった。この
ような問題を解消するために、楽器の発音部近傍を挟持するクリップ部と、調律した結果
を表示する表示面を備えた調律装置本体との間に回動可能な継手を設け、表示面が演奏者
から視認し易い位置に配置可能な調律装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）
。
【０００４】
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　しかしながら、上記特許文献１の調律装置においては、クリップ部と調律装置本体とが
屈曲可能な継ぎ手によって接続されているものの、調律装置本体の表示部の向きを自由に
変更することはできず、クリップの楽器への取り付け位置によっては表示部が反転した状
態で設置される。
　このように表示部が反転状態となると、特にセント表示の場合には音の高低が逆方向に
表示されるため、楽器から生じる音が基準音に対して高いのか低いのかが認識しにくい。
【０００５】
　これを改善すべく、表示部におけるセント表示の高低を、ノーマル表示モードとミラー
表示モードとで入れ換えることができる調律装置が提案されている（例えば、特許文献２
参照）。即ち、この調律装置においては、ノーマル表示モードの際に左側が低セント、右
側が高セントとなっているセント表示が、リバースボタンを押すことによって左側が高セ
ント、右側が低セントとなるように入れ換わる。これによって、表示部の上下が逆になっ
た場合であっても、演奏者が違和感なく調律状態を認識することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２５５９３２号公報
【特許文献２】米国特許第７０４９５０２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記特許文献２に記載の調律装置は、表示部が上下反転した際にのみセント
表示の高低を違和感なく認識可能とするものの、例えば、表示部が縦や斜めに配置された
際にはセント表示の高低を認識しにくい。特に楽器の形状や取り付け位置によっては、表
示部のセント表示を水平方向に沿わせて配置することが困難となる場合があり、セント表
示を違和感なく認識して調律を円滑に行う妨げとなっていた。
【０００８】
　この発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、楽器への取り付け位置や表
示部の向きにかかわらず、演奏者が違和感なく調律状態を認識することができる調律装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題に鑑みて、本発明は以下の手段を提案している。
　即ち、本発明に係る調律装置は、楽器の音の基本周波数と比較の基準となる基準周波数
との偏差を測定し、その偏差をセント表示として表示する調律装置において、複数の発光
体が円周上に配置されてなる環状表示部を備え、前記発光体のうち、一の前記発光体が前
記偏差０の調律基準位置とされ、前記調律基準位置の一方側の複数の前記発光体が前記偏
差が－となる低表示域とされるとともに前記調律基準位置の他方側の複数の前記発光体が
前記偏差が＋となる高表示域とされ、前記環状表示部の上下を認識する上下認識手段を備
え、前記環状表示部の上下が変化した場合に、前記上下認識手段の出力に基づいて、前記
調律基準位置とされる前記発光体が変化し、上下方向に対する前記円周上の位置関係が所
定位置となる一の前記発光体が調律基準位置とされ、前記環状表示部の上下が変化した場
合に、前記上下認識手段の出力に基づいて、新たに前記所定位置となった前記発光体が前
記調律基準位置とされることを特徴としている。
【００１０】
　このような特徴の調律装置によれば、環状表示部の上下が変化した場合に上下認識手段
が上下を認識し、この出力に基づいて調律基準位置となる発光体が変化するため、環状表
示部の上下方向が変わっても、演奏者が違和感なく調律状態を認識することができる。
　また、環状表示部の上下にかかわらず、上下方向に対する円周上の位置関係が所定位置
となる発光体が常に調律基準位置とされ、該調律基準位置の両側に低表示域、高表示域が
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配置されることとなる。したがって、環状表示部の上下が変化した場合であっても、演奏
者から見て常に同一位置に同様のセント表示を表示することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る調律装置においては、前記所定位置が、上下方向に対する前記円周
上の位置関係における最上位置又は最下位置であることが好ましい。
　これによって、演奏者が調律基準位置を容易に把握することができるため、違和感なく
調律状態を認識することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る調律装置においては、楽器の音が入力されない待機状態において、
前記調律基準位置、前記低表示域及び前記高表示域のそれぞれの前記発光体が半点灯して
いることが好ましい。
【００１５】
　これによって、待機状態において調律の際にセント表示の取り得る範囲を示すことがで
きるため、調律時に楽器の基本周波数を容易に認識することが可能となる。
【００１６】
　さらに、本発明に係る調律装置においては、前記低表示域の前記発光体と前記高表示域
の前記発光体とが互いに異なる色彩で発光することを特徴とする。
【００１７】
　このような特徴の調律装置によれば、一方側が低表示域、他方側が高表示域といったよ
うに方向によって楽器の基本周波数を認識するのに加えて、色彩の違いによって高低を認
識することができるため、楽器の基本周波数の認識をより容易に行うことができる。
【００１８】
　また、本発明に係る調律装置は、前記低表示域及び前記高表示域の前記発光体の発光色
の濃淡が、前記一方側から前記他方側に向かうに従って連続的に変化するものであっても
よい。
【００１９】
　このような特徴の調律装置によれば、一方側が低表示域、他方側が高表示域といったよ
うに方向によって楽器の基本周波数を認識するのに加えて、色彩の濃淡よって高低を認識
することができるため、楽器の基本周波数の認識をより容易に行うことができる。
【００２０】
　さらに、本発明の調律装置は、前記環状表示部の中心軸回りに回転可能に取り付けられ
、前記調律基準位置を示すマークが記載された表示パネルを備え、該表示パネルが前記調
律基準位置の変化に追従して回転するように構成されていることを特徴としている。
【００２１】
　このような特徴の調律装置においては、表示パネルのマークによって調律基準位置を容
易に把握することができる。また、環状表示部の上下方向の変化に伴って調律基準位置が
変化した場合であっても、表示パネルが当該変化に追従するように回転することから、該
表示パネルのマークでもって常に調律基準位置を指し示すことができる。
【００２２】
　さらにまた、本発明の調律装置は、前記環状表示部の中心軸回りに回転可能に取り付け
られ、前記低表示域及び前記高表示域の各前記発光体に対応する箇所にそれぞれ貫通孔を
有する孔空きパネルを備え、前記貫通孔の直径が前記一方側から前記他方側に向かうに従
って漸次大きくなるように形成され、前記孔空きパネルが前記調律基準位置に追従して回
転するように構成されていることを特徴とする。
【００２３】
　このような特徴の調律装置によれば、貫通孔の大小の違いによって楽器の基本周波数の
高低を容易に認識することができる。また、環状表示部の上下の変化に伴って調律基準位
置が変化した場合であっても、孔空きパネルが当該変化に追従するように回転することか
ら、大小の貫通孔でもって常に楽器の基本周波数の高低を示すことができる。
【００２４】
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　また、本発明に係る調律装置においては、前記上下認識手段が、ウエイトが最下方に位
置するように回転軸が回転して上下方向を認識する振り子機構であることを特徴としてい
る。これによって、環状表示部の上下に関わらずウエイトが最下方に位置することにより
、上下認識を確実に認識することができる。
【００２５】
　さらに、本発明の調律装置においては、前記上下認識手段が、上下が変化する際の加速
度を検知することにより上下方向を認識する加速度センサーであってもよい。この場合、
環状表示部の上下が変化する際の加速度を検知することで、表示面の上下方向を認識する
ことが可能となる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の調律装置によれば、環状表示部の上下が変化した場合であっても、演奏者から
見て常に同一位置に同様のセント表示を表示することができるため、楽器への取り付け位
置や表示部の向きにかかわらず、演奏者が違和感なく調律状態を認識することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施形態に係る調律装置の側面図である。
【図２】調律装置をクリップ部によって楽器に取り付けた場合の側面図である。
【図３】実施形態に係る調律装置の平面図である。
【図４】環状表示部の詳細を示す平面図である。
【図５】上下認識手段の一例を示す平面図である。
【図６】上下認識手段による環状表示部の調律基準位置の変化を説明する図である。
【図７】上下認識手段による環状表示部の調律基準位置の変化を説明する図である。
【図８】表示パネルを備えた調律装置の平面図である。
【図９】表示パネルの構成を説明するための図である。
【図１０】孔空きパネルを備えた調律装置の平面図である。
【図１１】孔空きパネルの構成を説明するための図である。
【図１２】上下認識手段として上下認識スイッチを備えた調律装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して、本発明の音楽用電子機器の実施形態としての調律装置について
説明する。図１は実施形態に係る調律装置の側面図、図２は調律装置をクリップ部によっ
て楽器に取り付けた場合の側面図、図３は実施形態に係る調律装置の平面図である。
　図１から図３に示すように、調律装置１は、クリップ部１０と、調律装置本体４０とを
有している。
【００２９】
　クリップ部１０は、互いに対をなす第１板材２０及び第２板材３０の間に配置され、ね
じりコイルバネや板バネ（図示省略）を備えたヒンジ部３６の付勢力によって、例えば管
楽器やギター等の楽器を挟持することにより、調律装置１を該楽器に取り付けるものであ
る。
【００３０】
　図１に示すように、第１板材２０は、矩形平板形状をなす第１板材本体２１を有してお
り、該第１板材本体２１の長手方向の先端側（図１における右側）には、該第１板材本体
２１の先端から上方に向かって傾斜して延在する顎板部２２が一体に形成されている。こ
の顎板部２２の先端部上面には縦断面視半球状をなす下パッド２３が突設されている。　
【００３１】
　第２板材３０は、上記第１板材２０の上方に対向配置され、矩形平板がその中間部にお
いて下方に凸となるように屈折した形状をなしている。
　この屈折部３１を境界とした第２板材３０の先端側の部分は、上記第１板材２０と平行
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に延びる挟持板部３２とされており、該挟持板部３２の先端部下面には、シート状をなす
上パッド３３が敷設されている。
　また、屈折部３１を境界とした後端側の部分は、屈折部３１から後端側に向かうに従っ
て第１板材２０から逃げるように傾斜して延びる逃げ板部３４とされている。
【００３２】
　そして、逃げ板部３４の先端部下面と第１板材２０の上面における逃げ板部３４の先端
部下面に対向する箇所とが、ヒンジ部３６によって連結されている。
【００３３】
　このヒンジ部３６は、第１板材２０及び第２板材３０の長手方向に直交するとともにこ
れら第１板材２０及び第２板材３０の板面に平行な回転軸３７を有しており、これによっ
て、第１板材２０及と第２板材３０とが対向状態を維持しつつ該回転軸３７を支点として
互いに相対回動するようになっている。
【００３４】
　このヒンジ部３６は、図示しないバネ等の弾性部材によって第１板材２０と挟持板部３
２とを接近させる方向に回動付勢している。これにより、第１板材２０と第２板材３０の
挟持板部３２とが近接してクリップ部１０が閉じた状態とされ、この際、第２板材３０の
先端が第１板材２０の顎板部２２の上面に当接して、第２板材３０の挟持板部３２と第１
板材２０とが平行状態に維持される。
　また、第２板材３０の逃げ板部３４の後端側と第１板材２０の後端側とを接近させる方
向に外力を加えると、挟持板部３２と第１板材先端部上面とが離間し、クリップ部１０が
開いて楽器を把持可能な状態となる。
【００３５】
　このようなクリップ部１０の第２板材３０の上方には、挟持板部３２の上面と逃げ板部
３４の上面とに囲われた空間が形成され、該空間が調律装置１の調律装置本体４０の収納
スペースとされている。
【００３６】
　調律装置本体４０は、図１及び図２に示すように概略船形状をなし樹脂製からなる筐体
４１を備えており、該筐体４１における平坦状の表面全域には、セント表示が表示される
表示面４２が設けられている。この表示面４２の詳細については後述する。
【００３７】
　上記筐体４１の内部には、電気回路や電池とともに振動センサ（図示省略）が内蔵され
ている。楽器の演奏時には空気を伝搬する振動、あるいは直接的に楽器に接触するクリッ
プ部１０を介して伝搬する振動が振動センサによって検知され、この振動の検知に基づく
電気信号が増幅回路により所望のレベルの電気信号に増幅されてピッチ抽出手段に入力さ
れる。このピッチ抽出手段は、例えば「入力された信号の中で最も周期が長い基本波成分
の周期を計測する」というような命令が記憶されているメモリとマイクロコンピュータで
実現される。これによって、楽器の音の基本周波数が抽出される。
　続いて、このピッチ抽出手段において計測された基本周波数と予め設定されている基準
周波数がピッチ誤差検出手段に入力される。このピッチ誤差検出手段は「入力された周波
数の偏差を計算する」という命令が記憶されているメモリとマイクロコンピュータによっ
て実現される。
　そして、このピッチ誤差検出手段において計算された周波数偏の偏差の値に応じて、表
示面４２に結果が表示される。
【００３８】
　また、上記筐体４１は、表示面４２の反対側に位置し該表示面４２と平行をなす主背面
４３と、該主背面４３の長手方向両端側から広がるようにそれぞれ前面側に傾斜して延び
る一対の傾斜背面４４ａ、４４ｂとを有している。
　この傾斜背面４４ａ、４４ｂのうち、一方の傾斜背面４４ａと主背面４３とのなす角度
は、上記第２板材３０の挟持板部３２と逃げ板部３４とのなす角度と同一に形成されてい
る。
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【００３９】
　そして、本実施形態においては、上記構成の調律装置本体４０が、表示面４２を上方に
向けるとともに、主背面４３を第２板材３０の挟持板部３２上に沿わせ、さらに、一方の
傾斜背面４４ａを第２板材３０の逃げ板部３４に沿わせた収納状態で、第２板材３０上に
配置される。
　そして収納状態において、第２板材３０の挟持板部３２の先端部上面と、調律装置本体
４０の筐体４１の他方の傾斜背面４４ｂとが連結部材５０によって連結支持されている。
【００４０】
　該連結部材５０は、第２板材３０及び調律装置本体４０の長手方向に直交するとともに
これら第２板材３０の上面及び調律装置本体４０の表示面４２に平行な回転軸５１を有し
ている。この回転軸５１を支点として第２板材３０と調律装置本体４０とが相対回動可能
に構成されている。これによって、調律装置本体４０は、図１に示すようにその背面が第
２板材３０の上面に沿って配置される収納状態と、図２に示すように表示面４２が第１板
材２０及び第２板材３０の先端側、即ち、クリップ部１０の先端側を向く立ち上がり状態
との間で回動可能とされている。
　なお、本実施形態の調律装置１においては、調律装置本体４０が、上記回転軸５１回り
に収納状態と立ち上がり状態との間で回動可能とされる他、該回転軸５１と直交し第２板
材３０に対して垂直な他の回転軸（図示省略）回りに回動可能とされている。これによっ
て表示面４２の向きを任意に変更することができるようになっている。
【００４１】
　以上のような構成の調律装置１は、未使用時においては通常調律装置本体４０が収納状
態とされており、使用する際にはクリップ部１０の第１板材２０と挟持板部３２とによっ
て楽器を挟み込み、調律装置本体４０を立ち上がり状態へと回動させる。
　その後、楽器が演奏されると、その振動周波数が調律装置本体４０に内蔵された振動セ
ンサによって検知され、楽器の音の基本周波数と比較の基準となる基準周波数との偏差を
測定し、その偏差がセント表示として表示面４２に表示される。
【００４２】
　次に、この表示面４２のセント表示について説明する。なお、図３及び図４における矢
印は表示面４２の上下方向Ａを示しおり、調律装置１は表示面４２の短手方向を上下方向
Ａに沿わせた状態で設置されているものとする。
【００４３】
　表示面４２には、詳しくは図４に示すように、環状表示部６０が備えられている。環状
表示部６０は、例えばＬＥＤからなる発光体Ｐ（Ｐ１～Ｐ１２）が円周上に複数（本実施
形態では１２個）等間隔を空けて配置されることで構成されている。この発光体Ｐはそれ
ぞれ例えば３色以上の異なる色彩に発光可能な多色ＬＥＤから構成されている。
【００４４】
　これら発光体Ｐのうち、一の発光体Ｐ１、即ち、表示面４２の上下方向Ａに対する円周
上の位置関係が最上位置となる発光体Ｐ１が、楽器の音の基本周波数と予め設定された基
準周波数との偏差が０を示す調律基準位置Ｎとされている。この調律基準位置Ｎにおいて
は発光体Ｐ１は第１の色彩である基準色に発光する。
　また、調律基準位置Ｎの発光体Ｐ１の一方側、即ち、反時計回り方向側の複数（本実施
形態では４つ）の発光体Ｐ９～Ｐ１２は、基準周波数に比べて楽器の音の基本周波数が小
さく偏差が－となる低表示域Ｌとされている。この低表示域Ｌにおいて発光体Ｐ９～Ｐ１
２は基準色と異なる第２の色彩である低域色に発光する。
　さらに、調律基準位置Ｎの発光体Ｐ１の他方側、即ち、時計回り方向側の複数（本実施
形態では４つ）の発光体Ｐ２～Ｐ５は、基準周波数に比べて楽器の音の基本周波数が高く
偏差がプラスとなる高表示域Ｈとされている。この高表示域Ｈにおいて発光体Ｐ２～Ｐ５
は、基準色及び低域色と異なる第３の色彩である高域色に発光する。
【００４５】
　そして、これら調律基準位置Ｎ、低表示位置Ｌ及び高表示域Ｈの発光体Ｐは、楽器の音
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が入力されない待機状態においては輝度を抑えた半点灯状態とされており、楽器の音が入
力された際には、該音の基本周波数と予め定めた基準周波数との偏差に対応する位置の発
光体Ｐが点灯してセント表示を行う。これにより、演奏者が調律状態を視覚的に認識する
ことができるようになっている。なお、図３及び図４においては、低表示域Ｌの発光体Ｐ
１１が調律状態を示すものとして点灯しており、これは楽器の音の基本周波数が基準周波
数に比べて小さいことを示している。
【００４６】
　本実施形態の調律装置１において上記の環状表示部６０は、表示面４２の上下の変化に
よって調律基準位置Ｎとなる発光体Ｐが他の発光体Ｐに変化し、これに伴って低表示域Ｌ
及び高表示域Ｈも変化する。このような変化は、液晶部４２の上下を認識する上下認識手
段７０の出力に基づいて実行される。
【００４７】
　上下認識手段７０の一例としては、図５に示す振り子機構７１を挙げることができる。
この振り子機構７１は、環状表示部６０の中心を軸線とした回転軸７２を備えており、こ
の回転軸７２は調律装置本体４０に対して相対回転可能とされている。また、回転軸７２
には、その径方向外側に向かって直線状に延びる振り子棒７３が固定されており、該振り
子棒７３の先端には所定の重量を備えたウエイトＷが設けられている。このような構成と
することにより、図６（ａ）～（ｃ）に示すように、表示面４２の上下が変化した場合で
あっても常にウエイトＷが最下方に位置するように回転軸７２が回転し、上下方向Ａを認
識できるようになっている。
【００４８】
　そして、上下認識手段７０が認識した上下方向Ａの情報に基づいて、図６（ａ）～（ｃ
）に対応する図７（ａ）～（ｃ）に示すように、調律基準位置Ｎ、低表示域Ｌ及び高表示
域Ｈとされる発光体Ｐが変化する。
　即ち、本実施形態においては、表示面４２の上下に関わらず、上下方向Ａに対する円周
上の位置関係が最上位置にある発光体Ｐが常に調律基準位置Ｎとされ、その両側がそれぞ
れ低表示域Ｌ、高い表示域Ｈとされるのである。そして、調律基準位置Ｎにある発光体Ｐ
は常に基準色で発光し、低表示域Ｌにおいては低域色に、高表示域Ｈにおいては高域色で
それぞれ発光する。
【００４９】
　以上のような表示面４２を備えた調律装置１においては、環状表示部６０の上下が変化
した場合に上下認識手段７０が上下を認識してこの出力に基づいて調律基準位置Ｎとなる
発光体Ｐが変化するため、環状表示部６０の上下方向が変化しても、演奏者が違和感なく
調律状態を認識することができる。
【００５０】
　より具体的には、環状表示部６０の上下にかかわらず、上下方向Ａに対する円周上の位
置関係が最上位置にある発光体Ｐが常に調律基準位置Ｎとされ、その両側に低表示域Ｌ、
高表示域Ｈが配置されるため、表示面４２の上下が変化した場合であっても、演奏者から
見て常に同一位置に同様のセント表示を表示することができる。よって、調律装置１の楽
器への取り付け位置や表示面４２の向きにかかわらず、演奏者が違和感なく調律状態を認
識することが可能となる。
　特に、表示面４２の上下が反転した場合のみならず、該表示面４２が斜め（図６（ａ）
、図７（ａ）参照）や縦（図６（ｂ）、図７（ｂ）参照）においても同一位置にセント表
示を表示することができるため、楽器の取り付け位置等の制約を受けずに、演奏者が違和
感なく調律状態を認識することができる。
【００５１】
　また、本実施形態においては、上下方向Ａに対する円周上において、最上位置となる発
光体Ｐが調律基準位置Ｎとされるため、演奏者が感覚的に調律基準位置Ｎを容易に把握す
ることができる。したがって、より違和感なく調律状態を認識することが可能となる。
【００５２】
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　さらに、調律基準位置Ｎ、低表示域Ｌ及び高表示域Ｈの各発光体Ｐは、楽器の音が入力
されない待機状態においては輝度を抑えて点灯させた半点灯状態とされているため、待機
状態においてセント表示の取り得る範囲を示すことができる。したがって、調律時に楽器
の基本周波数を容易に認識することが可能となる。
【００５３】
　さらにまた、低表示域Ｌの発光体Ｐと高表示域Ｈの前記発光体Ｐとが互いに異なる色彩
に発光するため、調律基準位置Ｎから見て一方側が低表示域Ｌ、他方側が高表示域Ｈとい
ったように方向によって楽器の基本周波数を認識するのに加えて、色彩の違いによって高
低を認識することができるため、楽器の基本周波数の認識をより容易に行うことができる
。
【００５４】
　以上、本発明の実施の形態である調律装置１について詳細に説明したが、本発明の技術
的思想を逸脱しない限り、これらに限定されることはなく、多少の設計変更等も可能であ
る。
【００５５】
　例えば、調律装置１としては、調律装置本体１が上記クリップ部４０によって楽器に取
り付けられる構成としたが、上記クリップ部４０の構造はいかなるものであってもよく、
また、クリップ部４０が設けられていないものであってもよい。
　また、上下方向Ａに対する円周上の位置関係が最上位置となる発光体Ｐを調律基準位置
Ｎとしたが、これに代えて、上下方向Ａに対する円周上の位置関係が最下位置となる発光
体Ｐを調律基準位置Ｎとしてもよい。
　さらに、最上位置、最下位置の他、上下方向Ａに対する円周上の位置関係が所定位置、
例えば中間位置、斜め位置等の発光体Ｐを調律基準位置Ｎとしたものであってもよい。
【００５６】
　また、実施形態においては、低表示域Ｌ及び高表示域Ｈの発光体Ｐの発光色を単に異な
るものとしたが、これに代えて、低表示域Ｌ及び高表示域Ｈの発光体Ｐの発光色の濃淡が
一方側から他方側に向かうに従って、即ち時計回り方向に向かうに従って、連続的に変化
するように構成してもよい。この場合、発光体Ｐとして、発光色の濃淡の段階数に応じた
数の色彩を発光可能な多色ＬＥＤを用いる必要がある。
　このように構成することによって、調律基本位置Ｎから見て一方側が低表示域、他方側
が高表示域といったように方向によって楽器の基本周波数を認識するのに加えて、色彩の
濃淡よって高低を認識することができるため、楽器の基本周波数の認識をより容易に行う
ことができる。
【００５７】
　また、例えば図８に示すように、調律基準位置Ｎの発光体Ｐを指し示すマーク（例えば
「０」）が記載された表示パネル８０が設けられていてもよい。なお、表示パネル８０に
はセント表示の高低を示す数値が記載されていてもよい。
【００５８】
　この表示パネル８０は、図８及び図９に示すように、直径が環状表示部６０の内径と略
同一の円板状をなしており、該環状表示部６０と中心を一致させた状態で中心回りに回転
可能に取り付けられている。即ち、この表示パネル８０は、調律装置本体４０に内蔵され
環状表示部６０の中心を軸線とした回転軸８１の一端側に固定されており、該回転軸８１
が調律装置本体４０に対して相対回転することによって、表示面４２上で回転する。また
回転軸８１には、その径方向外側に向かって直線上に延びる振り子棒８２が固定されてお
り、先端には所定の重量を備えたウエイトＷが設けられている。
【００５９】
　このような構成とすることにより、表示面４２の上下が変化した場合には常にウエイト
Ｗが最下方に位置するように回転軸８１及び表示パネル８０が回転する。これによって、
表示パネル８０のマークは、上下方向Ａに対する位置関係が常に同一の箇所に位置し、例
えば、上下方向Ａに対する円周上の位置関係における最上位置の発光体Ｐを指し示すこと
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となる。
【００６０】
　したがって、上下認識手段７０の上下認識に基づいて調律基準位置Ｎとなる発光体Ｐが
変化した場合であっても、表示パネル８０が当該変化に追従して回転し、該表示パネル８
０のマークでもって常に調律基準位置Ｎの発光体Ｐを指し示すことができる。これにより
、演奏者が調律基準位置Ｎを容易に把握して、違和感なく調律作業を行うことができる。
　なお、表示パネル８０が取り付けられた回転軸８１、振り子棒８２、ウエイトＷが、上
下認識手段７０としての振り子機構７１を兼ねた構成であってもよい。
【００６１】
　さらに、例えば図１０に示すように、低表示域Ｌ及び高表示域Ｈの各発光体Ｐに対応す
る箇所にそれぞれ貫通孔９１を有する孔空きパネル９０が設けられていてもよい。
　この孔空きパネル９０は、図１０及び図１１に示すように、直径が環状表示部６０の外
径よりも大きな円板状をなしており、該環状表示部６０と中心を一致させた状態で該中心
回りに回転可能に取り付けられている。即ち、この孔空きパネル９０は、調律装置本体４
０に内蔵され環状表示部６０の中心を軸線とした回転軸９２の一端側に固定されており、
該回転軸９２が調律装置本体４０に対して相対回転することによって、表示面４２上で回
転する。また回転軸８１には、その径方向外側に向かって直線上に延びる振り子棒９３が
固定されており、先端には所定の重量を備えたウエイトＷが設けられている。
　また、低表示域Ｌ及び高表示域Ｈの発光体Ｐに対応する貫通孔９１は、その直径が、一
方側から他方側に向かうに従って、即ち、時計回り方向に向かうにしたがって、段階的に
大きくなるように形成されている。なお、調律基準位置Ｎに対応する箇所にも貫通孔９５
が設けられてあってもよい。
【００６２】
　このような構成とすることにより、表示面４２の上下が変化した場合には、ウエイトＷ
が最下方に位置するように回転軸９２及び孔空きパネル９０が回転する。これによって、
各貫通孔９１、９５は上下方向Ａに対する位置関係が同一の箇所に維持され、常に、調律
基準位置Ｎ、低表示域Ｌ及び高表示域Ｈの発光体Ｐ上に位置することになる。
　このようにして、表示面４２の上下の変化に伴って調律基準位置Ｎが変化した場合であ
っても、孔空きパネル９０が追従するように回転し、大小の貫通孔でもって楽器の基本周
波数の高低を示すことができる。
　また、このように貫通孔９１、９５の大きさでもって調律基準位置Ｎ、低表示域Ｌ及び
高表示域Ｈが認識できれば、発光体Ｐを単色ＬＥＤで構成しても、演奏者が調律状態を違
和感なく認識することができるといったメリットがある。
　なお、孔空きパネル９０が取り付けられた回転軸９２、振り子棒９３、ウエイトＷが、
上下認識手段７０としての振り子機構７１を兼ねた構成であってもよく、さらに、孔空き
パネル９０にマークが記載されて上記表示パネル８０の機能を兼ねたものであってもよい
。
【００６３】
　さらにまた、実施形態においては、振り子機構７１を用いた上下認識手段７０について
説明したが、これに代えて、例えば図１２に示すように、上下認識手段７０が、各発光体
Ｐ近傍にそれぞれ設けられた上下認識スイッチ７５を備えたものであってもよい。
、このような構成の場合、調律装置本体４０の上下の向きに応じて、演奏者自信が最上位
置にある発光体Ｐの近傍の上下認識スイッチ７５を押すと、この上下認識スイッチ７５近
傍の発光体Ｐが調律基準位置Ｎとされる。即ち、表示面４２の上下がどのような向きにな
ろうとも、演奏者の手動でもって調律基準位置Ｎを最上位置や最下位置、もしくは任意の
位置に設定することができるのである。これによって、表示面４２の上下が変化した場合
であっても、演奏者が違和感なく調律状態を認識することができる。
【００６４】
　また、上下認識手段７０として、加速度センサーを採用してもよい。この場合、表示面
４２の上下が変化する際の加速度を検知することで、該表示面４２の上下方向を認識する
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ことが可能となる。また、小型の加速度センサーを用いれば、上記振り子機構７１を用い
た場合に比べて、構成自体のコンパクト化を図ることが可能となる。
【符号の説明】
【００６５】
１　　調律装置
１０　クリップ部
２０　第１板材
２１　第１板材本体
２２　顎板部
２３　下パッド
３０　第２板材
３１　屈折部
３２　挟持板部
３３　上パッド
３４　逃げ板部
３６　ヒンジ部
３７　回転軸
４０　調律装置本体
４１　筐体
４２　表示面
４３　主背面
４４ａ　　　 傾斜背面
４４ｂ　　　 傾斜背面
５０　連結部材
５１　回転軸
６０　環状表示部
７０　上下認識手段
７１　振り子機構
７２　回転軸
７３　振り子棒
７５　上下認識スイッチ
８０　表示パネル
８１　回転軸
８２　振り子棒
９０　孔空きパネル
９１　貫通孔
９２　回転軸
９３　振り子棒
９５　貫通孔
Ａ　　上下方向
Ｐ　　発光体
Ｗ　　ウエイト



(12) JP 5288552 B2 2013.9.11

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(13) JP 5288552 B2 2013.9.11

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(14) JP 5288552 B2 2013.9.11

【図１２】



(15) JP 5288552 B2 2013.9.11

10

フロントページの続き

(72)発明者  石原　悠
            千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地　セイコーインスツル株式会社内
(72)発明者  長倉　史佳
            千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地　セイコーインスツル株式会社内

    審査官  小宮　慎司

(56)参考文献  特開２００８－１７０７６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００５／００８７０６０（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００６－０６８０２７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１０Ｇ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

